
【資料1】

岡山県福祉有償運送運営協議会開催要領

1 目  的

移動に制約のある人等の外出機会の拡大を図るため、道路運送法第 78条 に基づ

き行われる福祉有償運送の円滑な実施を図ることを目的 として、岡山県福祉有償運

送運営協議会 を開催する。

2 会の構成

(1)構 成員 学識経験者、岡山運輸支局、岡山県、市町村の代表、社会福祉協議会の

代表、移動制約者の代表、タクシー事業者の代表、タクシー運転手の代

表、福祉有償運送事業者の代表で構成する。

(2)会  長 会長は学識経験者を充て、協議の座長を務める。

(3)副 会長 副会長は岡山県保健福祉部障害福祉課長を充て、会長を補佐 し、会長

に事故等があるときはその職務を代理する。

14)任  期 会長、副会長、構成員の任期は 1年 とする。

3 会の内容

(1)各 地区福祉有償運送運営協議会の協議内容の掌握

(2)福 祉移送の課題及び推進方策の検討

(3)そ の他福祉移送に係る意見交換

4 事務局

岡山県福祉有償運送運営協議会の庶務は、岡山県保健福祉部障害福祉課において

処理する。

附 則  任期は、就任承諾日から平成 23年 3月 31日 までとする。



平成 22年 度 岡山県福祉有償運送運営協議会構成員名簿

名氏 所 属  ・役 職 考備 根拠条項

(会長)
橋本 成仁

岡田 和史

橋本 豪介

釜瀬  司

保坂 邦夫

土江 富雄

藤原  巧

横 山 和廣

坂本 啓治

豊田ひとみ

上原 毅

(副会長)

古 南 篤子

岡山大学大学院 環境学研究科 准教授

岡山運輸支局 首席運輸企画専門官

岡山県市長会 事務局長

岡山県町村会 事務局長

岡山県社会福祉協議会 地域福祉部長

(社)岡 山県タクシー協会

全国交通運輸労働組合総連合

岡山交通労働組合 組合長

移動ネットおかやま 代表

たびだち作業所 所長

岡山県 県民生活部 県民生活交通課長

岡山県 保健福祉部 長寿社会課長

岡山県 保健福祉部 障害福祉課長

国土交通省

市の代表

町村の代表

社会福祉協議会の代表

タクシー事業者の代表

タクシー運転手の代表

福祉有償運送事業者の代表

移動制約者の代表

岡 山 県

〃

(事務局兼任)

第 2項

第 1項  4号

第 2項

第 2項

第 2項

第 1項  2号

第 1項  5号

第 1項  6号

第 1項  3号

第 1項  1号

第 1項  1号

第 1項 口万

※ 根拠条項欄は、道路運送法施行規則第 51条 の 8の 項号を表す。

(事務局)

岡山県 保健福祉部 障害福祉課

各県民局 健康福祉部 (各地区運営協議会事務局)



【資料2】

平成22年 度地区福祉有償運送運営協議会事務局設置状況 m22.4月現租

※新庄村は、運送事業者がいないため、現在、運営協議会を設置していないが、新規事業者から申請があ

った場合は、村が運営協議会を設置することで、合意を得ている。

市町村名 主宰者 協議会 事務局 備考

岡山市 岡山市

岡山地区
(4市町)

岡山市役所

障害福祉課

平成 21年度

新規設置

玉野市

瀬戸内市

吉備中央町

岡山県 岡山県備前県民局福祉振興課

備前市 赤磐市

和気町
岡山県

東備地区
(3市町)

岡山県備前県民局福祉振興課

倉敷市 総社市

早島町
岡山県

倉敷地区
(3市町)

岡山県備中県民局福祉振興課

笠岡市 井原市

浅口市 里庄町

矢掛町

岡山県
井笠地区
(5市町)

岡山県備中県民局福祉振興課

高梁市 高梁市
高梁地区
(1市)

高梁市役所

福祉課

平成 21年度

新規設置

新見市 新見市
新見地区

(1市)
新見市社会福祉課

真庭市 真庭市
真庭市
(1市)

真庭市役所福祉課
平成 21年度

新規設置

津山市 鏡野町

久米南町

美咲町

岡山県
津山地区
(4市町)

岡山県美作県民局福祉振興課

美作市 勝央町

奈義町

西粟倉村

岡山県
勝英地区

(4T村田丁本寸)
岡山県美作県民局福祉振興課



【資料3】

平成 22年 度 福祉有償運送年間スケジュール

地区運営協議会事務局

運輸支局 備考

障害福祉課 県民局及び岡山市、高梁市、新見市、真庭市

H 2 2

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

H23
1月

2月

3月

担当者会議 (4/20)

県運営協議会

福祉移送ネットワーク講座

運行実績 6ヶ 月報告)取 りまとめ

1 1
井笠地区運営協議会開催 (7/8)

1第2期:受付 (8/9～8/27):

||     ||
美作圏域運送者訪問指導

運行実績 Gヶ 月報告)取りまとめ

鷺1』』塁嘉Lξ

第4期1受付:(174■1/21〉::|

||
備前圏域運送者訪問指導 (予定)

録登理
　
―
―
―
―
―
―
↓

受〓謂
申

新規申請なし

新規申請なし

新規申請なし

[参考]

○ 県関連事業

・福祉移送ネットワーク講座

目的 :各運送者の情報 ・意見交換、課題検討の環境づくり

実施状況

平成21年度

日時:平成22年1月21日 開催

内容:市町村職員を対象とした講演及び事業者同士の意見交換会を行つた。

平成22年度

日時:平成23年2月27日開催予定

内容:中四国移動支援セミナー(講演及び中四国地方の事業者等と意見交換を行う)



岡山県福祉有償運送の実施状況 (H23年1月31日現在) 【資料4】

●

△

NPO法 人

社会福祉法人等

ライフサホ
°
卜陽だまり

もたろうネットワーク,ケアサホ
‐
―卜くらしき,倉敷ライ

年度 登録法人数 計
法人区分

地区別内訳
社福

Ａ
υ その他

19-5=14 14 13-3=10 6-2=4
岡山 (7-1=0,東備 (3),倉敷 (4-

1=3):真庭 ‖-1=0,津山(1-卜Oi
勝英

“

-1=a

14-4=10 7-1=6 7-4=3
岡山 6-2・4),東備 佗),倉敷 (6-

3=3)

18-2=16 10-1・9 6 2-1=1
岡山椰),倉敷 健):井笠 佗),新見
{1),真庭 鯰-1=1),津山(1),勝英
(1)

13-6=7 5-1=4 7-4=3 1-1=0

口lμ』161,躍野男工tO-4=4,,汗 工i tl―

1=0
※倉敷の高齢者生協は岡山と同一法人だ
が、事業所は2つ

3 岡山 (:),倉敷 (2)

3 2
岡山(2),東備 (1},倉敷 {1),津山
(1)

4 3 1 倉敷 佗),高梁市 (1},新見市 {1)

1 1 1 井笠 (1)

計 1

同山 に0,東 備 い,,層双 1l r,,汗
笠 佗),高梁 (1),新見 佗),真庭
(1),津山 に),勝英 (3)

※ 「登録法人数」欄等の算式は、「当該年度登録数」―「左記の内の廃止法人数」=「現在登録法人数」を表す。



【資料4】

H23年1月31日現在

岡山県福祉有償運送事業登録法人 (市町村別内訳)

協議会主宰 (事務局) 協議会 市町村名 登録法人数 地区別計

備前県民局

岡山地区

岡 山 市

玉 野 市

瀬 戸 内 市

吉備中央町 1

東備地区

備 前 市

6

赤 磐 市

和 気 町 1

備中県民局

倉敷地区

倉 敷 市

総 社 市

早 島 町

井笠地区

笠 岡 市

3

井 原 市 l

浅 口 市

里 庄 町

矢 掛 町

高 梁 市 高梁地区 高 梁 市 1 1

新 見 市 新見地区 新 見 市 2

美作県民局

真庭地区 真 庭 市 1

1新 庄 村

津山地区

津 山 市 l

2

鏡 野 町 1

久 米 南 町

美 咲 町

勝英地区

美 作 市 1

3

勝 央 町

奈 義 町 l

西 粟 倉 村 l

9地区 計



岡山県福祉有償運送登録法人一覧 (59法人) (平成23年 1月31日現在) 【薦箋米斗4】
修了者の

法人名 所在地 許可 登録日 事業開始
者

‐

転

人

運

‐ 備考

1 {福)王慈福祉会 倉敷市 H15718 H1581 4 10)
2 {NPO)手毬の里 玉野市 Hi5 7 31 H1581 2 3 3

(福)超寿会 総社市 Hi5 8 13 Hi5 9 1 5 3( 2 )
(福)夕凪会 岡山市 H1586 H1595 4 l 1

{福)岡 山中央福社会 岡山市 Hi5 8 6 17 4{ 3 )
(NPO〕風まくら 奈義町 H151120 H15121

{NPO)に|ぱにIJ 赤磐市 H15125 2 3 3

{福)美作市社会福祉協議会 美作市 H151121 9 吐協合併

lNPlll共助クルーフ・喫茶去 岡山市 H1618 H1627 5 17

| {福)備前市社会福祉協議会 備前市 H151224 H1622 37 土協合併 {日生町→備前市)

11 {福)健寿会 岡山市 H1617 H1621 4 4 4

12 {福)義風会 岡山市 H162i3 H16221 6 5{ 3 )

篠「真庭市社会福祉協議会 真庭市 Hl●2113 H1312:23 口,|,1廃止

{福〕稔福社会 倉敷市 H1617 H1631 6 5{ 4 )

椰)愛徳福社会 津lL市 11613, III13124 ?1'11著 ‐可却口希了ホ翼新

1 (福)関 谷福社会 和気町 H16121 H164 6 7{ 7 )
(NP01'■トアント:Aンド 倉散市 H1611,123 H1614 ■B131廃止
(‖POll岡山TSN 1岡山市 llit13131 Hlふ141 曖09130廃止
{福,実作市社会福祉勢議会英作交所 美作市| l11313131

"]615:
生協合併11,こt廃止

'1: {NPO)ありがとう 赤磐市 H16518 H166 2 2( 2 }

1( {福)クム レ 倉敷市 H1669 H167 3 4{ 4 )
H22410法 人名称変更
(光明会→クムレ)

(NPO)WPO,ラ 岡山市 l116131241 ‖1619: 12C,31廃止
{NPOlかめかめ福祉移送 倉敷市 H16929 H1610 0 l 4{ 4 )

{‖POllももたろうわトワ「ク 倉敷市 I11■13129 H1611: I'■?|=可期目満了ホ1更薇
(NPO)ライフサネ

・―卜陽だま リ 赤磐市 H161020 H1611 5 3 4( 4 )
1 {福〕恩賜財団済生会支部岡山県済生会 岡山市 H161020 H161122 3 8( 6 )

{福に うなん福社会 玉野市 H161112 H1791 6 0

{福)深 山会 玉野市 H161221 H17316 4 6( 6 }
(NPlll碧空 倉敷市 11711116 1,711■17 日,Itl藤 エ
(NPO卜青 t 鳥ヽ

‐
同山市 ‖1711‐121 ll11711‐,126 2210115廃止

幅

'共
愛会 倉敷市‐ ‖:■1222 2■‐■21許可鶏薦満了未更輌

{福)も もたろう会 吉備 中央町 H17331 H1741 4 3{ 2 )
(福)瀬 戸内福祉事業会 倉敷市 H17331 H176i 3 71 7 )

曝,新庄村社会福祉協議会 新庄村 ‖17181121 ‖17119:1 11,1011許可期間満了朱更新
2 (福)金 曜会 岡山市 H17816 H17912 2 4 4

{福}岡 山市手をつな ぐ育成会 岡山市 H17824 H17824 2 4{ 4 1

{福)蒜 山慶光園 真庭市 H17830 H18326 3 17 17

岡山県高齢者福祉生活協同組合
岡 山市 分

公示附月1の0こ基づき統合敷市 分 H18 5 2 1 1

{福)泉学園 岡 山市 H17921 3 3 3

{福)敬友会 岡 山市 4 2{ 2 )
(福)も もぞの学園 岡山市 2 3( 3 )
(NPO〕クアサネ・―卜くらしき 倉敷市 H171214 H183 2 4 4

(福)西栗倉村社会福祉協議会 西粟倉村 H183 4 5 5

{福)笠 岡市社会福祉事業会 笠岡市 2 3( 3 }

lNPOま ちづくり岡山ネットワーク 井原市 H1827 H1841 4 7( 3 )

lNPOI NPOきらめき広場 新見市 H18217 2 17

lNPO}介護福祉サホ・―トセンターせとうち 瀬戸内市 H18316 H18320 2 2{ 0 )
37 (NPlll NPO瀬戸内 瀬戸内市 H18320 H1810 2 14( 10}
割 {福)鏡野町社会福祉協議会 鏡野 町 Hi8 3 27 H184 22(19}
31 {NPO)倉敷ライフタア 倉敷市 H18328 Hi8 4 1 3( 3 )

t医

'河

合会| 倉敷市 ‖l&13.30 H18:a 22112,肇可鋼獅溝7未更新

4 (福)三穂の園 倉敷市 H1846 H184 i 5{ 4 )

lNPO}在宅何でもお手伝いねこの手みつ 岡山市 H184i9 H189 1 3( 1 )

田山県高齢者福祉生活協 同組合‐ 倉敷市分

"1811518
H18161

4 {NPO)オレンシナンハ・― 総社市 H18522 H188 2 7( 7 }

4 {福)センチュリー岡山 岡山市 H1862 H186 4 4{ 4 }

{NPOIさ―くら福祉移送 倉敷市 118:‐&11 H1818: 曖a■ 31廃止
(NPOガ ■

“

,金 光 浅 口市 ‖18,8:28 H18:1■ 曖08127廃止

{NPO)業のはな| 倉敷市 ‖■ 8:28 H1813 ■ |) 曖2■ 27許可期間満了未更議

(福)遊々会 岡山市 H1897 H18919 5 5( 5 )
(NPOつレンだ1美咲| 美 咲町 I1139112 H:8111211 12281廃 止

(福)ひ まわ りの会 倉敷市 H18926 H19222 3 31 3 }
(福)亀龍会 倉敷市 H1819:26 l1131,01116 19,0‐7廃止

{NPO)身障スマイル 倉敷市 H1928 H1941 1 3( 3 )
(NPO)ももたろうネットワーク 倉敷市 H19531 H1961 3 7{ 7 )

lNPlllホッと灘崎ポランティアネット 岡 山市 H19121 1 3{ 2 )

【NPOlおかやま多機能サポ■|トネツト 笠岡市 Hl■1116 6廃止

{NPO)くう～ら 倉敷市 H20121 H2021 3 3( 3 )

(福)ひ だすき 備前市 H204i6 H20610 1 5( 5 )

(福)誠和 瀬戸内市 H2051 H20616 4 3( 3 )

‖PO大 樹 倉敷市 H2086 H20101 1 2( 2 )
H23113法 人名称変更
{育成会大樹→大樹)

(NPlll竹トンポ 岡山市 H20828 H20101 1 2{ 2 }

(福)愛徳福社会 津山市 H21l16 H2122 1 4 4 )

{福)薫風会 倉敷市 H21811 H21820 4 3( 1 }

(福)潤真会 高梁市 H21811 H21 10 1 7 7{ 7 )

{福)雪舟福祉会 総社市 H21 10 i 11 i 2 2{ 2 〕

lNPOl新見地区腎友会 新見市 H211210 H2212 2 8( 8 )

(福)笠岡市社会福祉協議会 笠岡市 H22824 H22915 l 2( 2 )

i94  357(318)



地区福祉有償運送運営協議会の開催状況等    【資料5】

1 地区運営協議会の開催結果 (新規協議分 H20年 8月～H21年3月)

地 区 団 体 名
初年度許可 ・

登録年月日

1 津 山
あいとくら、くしかい

(福)愛 徳福社会
ｕ
Ｈ 1 .

つ
こ 倉敷

くんぶうかい

(福)薫 風会
口
Ｈ

Ｏ
Ｏ

2 許可期間満了を迎える運送者の登録更新の状況 (H20年8月～H21年3月)

No 地 区 団 体 名
初年度許可
登録年月日

期間満了日
委員に対する意見

照会の結果
登録更新 日

1 倉敷 (福)クムレ(詔]晃萌答 H22410盤置)
日
＝ H 2 0 . 8 . 1 7 更新が妥当と認める H 2 0 . 8 1 8

０
こ 勝 英 (福)実澪請荘隆桑事袖石畿姿

ｕ
Π H20.8.21 更新が妥当と認める H20.8.22

０
０ 倉 敷

な
(NPO)菜のはな

０
０

ｕ
日

０
０

０
０ H20.8.27 更新が妥当と認める H20.8.28

4 岡 山
ゆう  かい

(福)遊 々会
０
０

日
日 7 H20.9.6 更新が妥当と認める H20.9,7

Ｅ
Ｕ 倉 敷

かい

(福)ひ まわ りの会
Ｏ
Ｏ

日
日

ｒ
Ｏ H20.9.25 更新が妥当と認める H20 9.26

食
Ｕ 倉 敷

ら、くし いそう
(NPO)かめかめ福祉移送

α
じ

日
＝ H20.9.28 更新が妥当と認める H20.9.29

７
Ｉ 岡 山

おんじ ざいだんさいせいかいしぶ   おかやまさいせいかt
(福)恩 賜財団済生会支部 岡山済生会

日
Ｒ

日
Ｈ 更新が妥当と認める H2010.20

０
０ 東備 (NPO)ラ イフサポート陽だまり

ｕ
Ｈ

ｎ
ｕ

日
＝ 更新が妥当と認める H2010.20

∩
υ 岡 山 (福)

い△
〓

い祉К福んなうこ
日
日 H20.11.11 更新が妥当と認める H20 11.12

ｎ
ｕ 岡 山

みやま かい

(福)深 山会
日
Ｈ H20.12.20 更新が妥当と認める H20 12.21

倉敷
しんしょう

( N P O )身障スマイル H19.28 H21.2 7 更新が妥当と認める H 2 1 . 2 . 8
０
こ 岡 山 (福)も もたろう会

日
Π H21.3.30 更新が妥当と認める

日
＝

９
０ 倉敷

せとうち  ら、くし じぎょうかい

`福

ヽ 瀬 戸 肉 福 れ卜菫 当 会
ｕ
Π

日
＝ 更新が妥当と認める H 2 1 . 3 . 3 1



1 地区運営協議会の開催結果 (新規協議分 H2i年 4月～H22年3月)

地 区 団 体 名
初年度許可
登録年月日

1 高梁
ふく  じゅんんかい

(福)潤 真会 H21.8.11
つ
こ 倉敷

ら、く  せつしゆうら、くしかい

(福)雪 舟福祉会
ロ
ロ 1

つ
０ 新 見

にいみ ちく  じんゆうかい

(NPO)新 昇地 区腎友会
日
日

【薦箋米斗5】

2 許可期間満了を迎える運送者の登録更新の状況 (H21年4月～H22年3月)

地 区 団 体 名
初年度許可 ・

登録年月日
期間満了 日

委員に対する意見
照会の結果

登録更新 日

1 倉 敷 (NPO)も もたろうネットワーク H 1 9 . 5 3 1 H21.5.30 更新が妥当と認める
日
Ｈ 5.

つ
こ 倉 敷

ｕ
＝ 7.

Ｏ
Ｏ H217.17 更新が妥当と認める

日
Ｈ 7.

０
０

０
０ 岡 山 (福)

”
△
ム

慶
凪

”
タ

日
Ｈ H21 8.5 更新が妥当と認める

日
＝

4 岡 山 (福)筒 置軍翼霜継
｀

H 1 5 . 8 . 6 H21 8.5 更新が妥当と認める
０
０

贋
Ｊ 倉敷

ちょうじゅかい

(福)超 寿会
日
Π H21 8.12 更新が妥当と認める

０
０

ｒ
ｕ 岡 山

さんようかい

(福)金 曜会
日
Π

０
０ H21.8.15 更新が妥当と認める

ｕ
日

０
０

7 岡 山 (幅)筒薔需革をつなく潜晟答
ｕ
ｎ

０
０ 24

０
０ 更新が妥当と認める 24

０
０ 真庭

ひるぜんけいこうえん
(福 )蒜 山慶 半 園

日
Π H21.8.29 更新が妥当と認める

ｕ
ｎ

つ
０

ｎ
ｕ 岡 山 iI‖III!讐よ詈幣古[;1主言名卜:早f:ヨ:iンiitti結答

日
日

０
０ H21.8.29 更新が妥当と認める

ｕ
Π

∩
Ｕ 岡 山

てまり   さと

(NPO)手毬の里
ｕ
Π 7

０
０ H 2 1 9 . 7 更新が妥当と認める

ｕ
ｎ 8

岡 山 (NPO)境ぎ島ぎ農争
ん ｕ

Π H219_20 更新が妥当と認める
ｕ
Π

つ
こ 岡 山 (福)も もぞの学園

ロ
１１ 更新が妥当と認める

ｕ
Π

つ
０ 東備 (福)験髪答

ｕ
Π H211025 更新が妥当と認める

日
Π

14 岡 山 (NPO)ホ ッと灘崎ボランティアネットH19.11.5 4 更新が妥当と認める
日
＝

Ｅ
Ｊ 勝英

かぜ

(NPO)風まくら H 1 5 . 1 1 2 0 更新が妥当と認める

虔
Ｕ 倉敷 (NPO)ケアサポートくらしき

ｕ
ｎ 14 更新が妥当と認める 14

７
ｆ 勝 英

にしあわくらそんじゃかいら、くしきょうぎかい
(福ヽ 西 夏 倉 村 朴 会 福 れ卜協 議 会 更新が妥当と認める

０
０ 東備 (NPO)に ぱにIJ

ｕ
日 5 更新が妥当と認める

ｎ
υ 東備

びぜんじしゃかいら、くしきょうぎかい
(福 )備 前 市 朴 会 福 れ卜協 議 会

ロ
ーー 2 24 H22.1.4 更新が妥当と認める H22.15

ｎ
ｕ

つ
こ 岡 山

けんじゅかい
(ネ菖) 名睾長早イさ H16.i.7 H22.1.4 更新が妥当と認める H22.15

つ
こ 倉敷

みのりヽ 、くしかい

`福

)綸 福れ卜会
日
Ｈ 1 7 H221.6 更新が妥当と認める H22. 1 7

つ
こ

つ
こ 岡 山 (NPO)巽訪ンループ誤案襲

ロ
１１ 1 ,

０
０ H221.10 更新が妥当と認める H22. 1 11

つ
０

０
４ 井笠 (福)零筒缶ギ答瀧 ド董聖基

ｕ
ｌｌ 1 H 2 2 1 . 1 5 更新が妥当と認める H221.16

24 倉 敷 (NPO)く ぅ一ら H201.21 1 更新が妥当と認める H22.1.21

Ｅ
Ｕ

Ｏ
こ 東備 (福)雷容信イ会 1 1 更新が妥当と認める

日
Π 1

食
Ｕ

つ
こ 井笠 (NPO)ま ちづくり岡山ネットワーク 118.27 ‖22.2.6 更新が妥当と認める H22.2 7

７
ｆ

り
こ 岡 山

ぎ ふうかい

(福)義 風会
日
＝ H 2 2 . 2 . 1 2 更新が妥当と認める H 2 2 . 2 1 3

０
０

０
こ 新見

ひろば

( N P O ) N P Oき らめき広場
０
０

日
Π H 2 2 2 1 6 更新が妥当と認める

ｕ
Ｈ 2.

ｎ
υ

つ
こ 岡 山 (NPO)介 護福祉サポー トセンターせとうち

ｕ
＝ H22.315 更新が妥当と認める H 2 2 . 3 1 6

ｎ
ｕ

つ
０ 岡 山

せとうち

( N P O ) N P O瀬 戸内 H18.320
ｕ
Ｈ 更新が妥当と認める H22.3 20

０

０ 津 山
かがみのちょうしゃかいら、くしきょうぎかい

(福)鏡 野町社会福祉協議会
０
０

日
＝ 更新が妥当と認める H22 3 27

０
こ

つ
０ 倉 敷

くらしき

(NPO)倉敷ライフ ・ケア
ｕ
日

０
０ 更新が妥当と認める H22.3 28



1 地区運営協議会の開催結果 (新規協議分 H22年 4月～H23年l月)

地 区 団 体 名
f / Jヰ反 計 刷
啓銀 年 月 日

1 井笠 (福)笠 岡市社会福祉協議会
ロ
ロ

０
０ 24

【攀等米斗5】

2 許可期間満了を迎える運送者の登録更新の状況 (H22年4月～H23年1月末) ※手続完了分

地 区 団 体 名
初年度許可 ・

登録年月日
期間満了日

委員に対する意見
照会の結果

登録更新日

1 倉敷 (福)
ω園の穂殊

一一一

０
０

ロ
１１ 4 H22 4 5 更新が妥当と認める ‐122.46

０
こ 東備 (福)ひ だすき H20 4 16 H22 4.15 更新が妥当と認める H22.4.16
つ
０ 岡 山

ざいたくなん      てつた         て
(NPO)在宅何でもお手伝いねこの手みつ

０
０

日
Π 4 H22 4 18 更新が妥当と認める H22.4_ 19

4 岡 山 (福)誠 和 H205.1 H22.4.30 更新が妥当と認める H22.5.1
Ｅ
Ｕ 東備 (NPO)あ りがとう

日
日

０
０ H 2 2 . 5 . 1 7 更新が妥当と認める H225.18

ｒ
ｕ 岡 山 (NPO)オ レンジナンバー

０
０

日
日 H 2 2 . 5 . 2 1 更新が妥当と認める

日
日

７
ｆ 倉敷 (NPO)大 樹 (旧 :育成会大樹 H23118変 更) H20.8.6 H22.8.5 更新が妥当と認める H22 8 6
０
０ 倉敷 (福)ク ムレ (旧 :光明会 H22410変 更) H 1 5 6 . 9 H 2 2 . 8 . 1 7 更新が妥当と認める H 2 2 . 8 1 8
ｎ
ｕ 勝英

みまさかししゃかいら、くしきょうぎかい
(福)美 作市社会福祉協議会

日
Π H 2 2 . 8 . 2 1 更新が妥当と認める H22.8 22

ｎ
ｕ 倉敷

かい

(福)ひ まわ りの会
０
０ H22.9.25 更新が妥当と認める H22.9 26

倉敷 (NPO)かめかめ槍柾拶迭
日
Π H22.9.28 更新が妥当と認める H22.9 29

０
こ 岡 山

おんし ざいたんさいせいかいしぶ   おかやまさいせいかt

r福ヽ 国 賜 財 団 浩 牛 全 す 部 田 lll漕牛会
日
日

ｎ
ｕ H22.1019 更新が妥当と認める

日
Π



国土交通省 ||‐■ ‐_` …哺hi
Minisiry of Land,lnlrastructure,T「ansport and Tounsm

Press Release

・
し・‐■軸

平成 22年 9月 1日

大 臣 官 房 総 務 課

北 海 道 局 総 務 課

「出先機 関の 自己仕分 け」につ いて

地域主権戦略大綱 (平成 22年 6月 22日閣議決定)に 基づき、国土交通省

の出先機関の事務 ・権限仕分け (「自己仕分け」)を 行い、昨 日、地域主権

戦略会議に報告 しま した。概要は別添のとお りです。

問い合わせ先

地方整備局関係 :大 臣官房総務課 福永

TEL 03‐5253‐8111(内 線 21-462)

地方運輸局関係 1大臣官房総務課 石崎

TEL 03‐5253‐81H(内 線 21‐487)

北海道開発局関係 :北海道局総務課 塚原

TEL 03‐5253‐81H(内 線 52-023)
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事務 ・権限自己仕分けシー ト

出先機関名 :地方運輸局    1整 理番号 ( 10 )

事務 ・権限自己仕分けシー ト (個票)

事務 ・権限名 旅客自動車運送事業の許認可等

事務 ・権限の概

要

【目的】
旅客自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、輸送の安

全を確保し、道路運送事業の健全な発達を図る。

【根拠法令】
・地方運輸局組織規則
・道路運送法     等

【関係する計画 ・通知等】
・市町村運営有償運送の登録に関する処理方針について
・過疎地有償運送の登録に関する処理方針について
・福祉有償運送の登録に関する処理方針について
・一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針
・一般貸切旅客自動車運送事業の申請に対する処分の処理方針
・一般乗用旅客自動車運送事業 (1人 1車制個人タクシーを除く。)の 申請に対す
る処理方針 等

【具体的な業務内容】
・道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整
に関すること。

・自家用自動車の使用に関すること

予算の状況
(単位:百万円)

関係職員数 輸送部門 366人 の内数

事務量 (アウ ト
プット) 事業種別 平均業務量

自家用有償旅客運送 〈平成 18年 ～平成 20年 平均) 登録件数 1,419

一般乗合自動車運送事業 (平成 16年 ～平成 20年 平均) 許認可件数 3,521

一般貸切自動車運送事業 (平成 16年 ～平成 20年 平均) 許認可件数 2,11 1

一般乗用自動車運送事業 (平成 16年 ～平成 20年 平均) 許認可件数 29,166

地方側の意見 7月 15日 に全国知事会によつてとりまとめられた 「国の出先機関の原則廃止に向

けて」によると地方移管する事務とされている。

その他各方面の

意見

既往の政府方針

等

出先機関改革に関する工程表 (平成 21年 3月 24日地方分権改革推進本部決定)

Ё己仕分け

仕分け結果

民間事業者が営利目的で旅客サービスを提供できない公共交通空白地域Q盤 消や
交通弱者のための福祉輸送の確堡など地域の二=パ に応じて市町嵐笠逃 _つてい0.
重宣量豊渕難型趨謝謝鷹葉誠繁.1-財 爛 貞工夫L― _希 望
主登血町村L接 眼圭酪藤立る

…

る。
一方、その他のバス ・タクシー事業に関する許認可等は、従来から国が一元的に

運用しており、地方公共団体との二重行政は生じていない。これらの業務は、バス・

タクシー事業の安全確保等に関わるものであり国民の生命 ・身体にも直接関わるこ
と、事業ネットワークが広域にわたることに加えて、①国による制度 ・基準の策定、
事業計画、施設や安全関係職員が基準に合致しているかの審査 ・検査 ・監査、事業
改善命令等及び個別事案の発生による問題点を踏まえた制度 ・基準の改正等の一連
のサイクルを通じて一体的に実施される必要があること (大綱②に該当)、②事故等
の被害拡大 ・再発防止を図る観点から、安全に係る基準 ・制度 ・検査の項目等は全
国のいずれかの事業で起こつた事故等をもとに逐次見直される必要があること (大

一　

家
償
運

一ｂ　
自
有
客
＞
“

Ａ
①
＜
用
旅
送
Ｃ



綱②に該当)、③同様の観点から、重大事故や悪質事案等に係る情報の全国的な即時
共有や類似事案の防止対策の即時展開をするために国による一元的な指揮命令系統
が不可欠であること (大綱①、③に該当)、④全国同一の制度 ・基準 ・行政処分等に
よリバス ・タクシー事業の安全性を確保する必要があること (大綱②に該当)、⑤豊
富な経験と高度な技術的見識を有する職員を効率的に全国に配置する必要があるこ
と (大綱④に該当)な どから、引き続き国で実施していくことが必要不可欠であり、
その運用に地域差はあるべきでなく、地方公共団体への移管は適当でない。

備考

②『《国交省》バスカタク許認可権限維持/有 償運送、自治体に移譲』(東京交通新聞201096)

「国上交通雀は「地域主権戦略」の柱となつている地方出先機関の改革をめぐり、1日、自治体に移管できる業務・権限の

範囲を「自己仕分け」した結果を公表した。自動車分野では、NPQな どの自家用車有償旅客運送(白ナンバー)について |

丘 望立登立□ 量J笙限壺隆譲立るJ止り方 針二担ち、出Lた 。バス・タクシー・トラック事業(青ナンバー)に関しては「安全の |

確保など引き続き国が実施することが必要不可欠」とし、許認可規制・監督権限を維持する姿勢を強調した。

有償運送の運行開始には現在、道路運送法の登録制が敷かれ、自治体が主宰し、地方運輸局やタクシー事業者・運転

者、住民などが参加する「運営協議会」の合意を経て最終的に運輸支局が判断する仕組みになつている。国交省では登

録制をはじめ運営協などの制度上の枠組みは変えず、市町村を対象に“手挙げ方式"を導入し、任意の自治体に最終権 |

限を移す考えだ。全国知事会などが了笠t^菫 府全堡Ω議論ゴ壺と主狂¨ 来年の通常E■ll会に道運法の一部 |

改正案を提出する方針。他の分野の進展次第で“地域主権改革関連一括法"に組み込まれる可能性がある。     |

自己仕分けは「地域主権戦略大綱」(6月22日閣議決定)に基づく。地域主権戦略会議(議長=菅 直人首相)が各省に対

し、出先機関の「原則廃止・抜本改革」を旗印に8月末までに“原案"を報告するよう求めていた。同会議は月内にも開か

れ「アクシヨンプラン」の策定や法案づくりなどの作業を本格化させる。

国交省は自己仕分けで運輸局について「全国一律の安全基準・監査などを通じ、国民の生命・身体の安全を確保してい |

る唯―の現場執行機関。自治体との二重行政に当たらない。重大事故の発生時に全国ネットワークを活用し、類似事案 |

の防止などを迅速・効率的に行うことが必要」と意義を唱えた。バス・タクシーの許認可権限の是非には「事業の安全確  |

保、広域性、基準策定・執行の一体的実施などの観点から運用に地域差はあるべきでなく、自治体への移管は適当でな ‐

い」とし、関係補助金の審査、車両登録、車検・整備などについても「国が行うことが適当」と位置づけた。

一方で「自治体の移管要望の多くは地域住民交通と地域観光」ととらえ、有償運送などを抽出し「地域の二一ズや創意

ェ美が牛かせる分野は基本的に地域に任せていく」と提起した。」



。旦
士
晏
０
榊
〉
二
）
や
也
劇
嗣
劇
召
馴
剰
日
園
回
劇
∃
到
嗣
ｑ
姻
側
田‐
壼
員
製
ｅ
や
絡
業

。凝
米
“
ｅ
鴎
刹
）
⊃
や
′卜
筆
卜
′
ひ
£
）
鯛
呻
ヾ
和
）
Ｅ
絲
里
響
中
却
て
く
ｅ
）
て
卜
Ю
ヾ
綿
押
日
後
£
′卜
゛
轟
ぐ
Ｃ
く
Ю
二
）
⊃
゛
呻
）
Ｋ
田
′世
駆
咽
枢
ｅ
肛
橿
轟

′Ｅ
儡
轟

◆

。到
判
劇
慟
倒
Ⅶ
劇
国
司
咽
ｄ
Ｍ
封
『
判
倒
刊
剛
潤
■
日
剰
潤
翻
Ｊ
渕
馴
歯
「
欄
綱
ヨ
７
晏
貿
収
Ю
Ｑ
゛
£

◆

。刊
錮
呵
劇
司
躙
ｑ
劇
川
到
徊
錮
刊
到
側
劇
倒
ｑ
ｑ
ミ
ーー
到
馴
剖
倒
判
劇
ヨ
ョ
撼
淵
珊
可
劃
口
ｄ
判
刑
馴
コ
皿
冊
躙
当
ｅ
＝
撻
迅
ミ
ー
ミ
ｅ
眠
冨
ｅ
冊
暮
皿
′く
珊
ｅ
冊
肥
口
誼

◆

。ｄ
到
別
ヨ
測
刊
ヨ
Ｘ
Ⅶ
劇
劇
剣
ヨ
劃
日
■
ゴ
酬
コ
烈
糊
副
酬
ヨ
測
劃
劇
襴
測
ョ
劇
コ
鰤
ヨ
ぶ
悩
畔
く
杓
〉
製
粂
々
く
ぶ
ヽ
二
Ⅸ
択
ｅ
票
鯛
枢

◆

螺
脳
ｅ
露
国
燎
騒
簿
Ｎ
総
■
゛
儡
゛
彎
ｅ
二
牟
懸
…
器
択
ｅ
躍
姻
燎
卜
■
和
面
や
択
隈
ｅ
ヨ
製

．ｏ

．郎
ヽ
縦
測
ＩＪ
い
０
和
恒
里
躙
騰
３
⊃

案
９
う
判
ぐ
中
杓
側
珊
劃
国
釧
国
国
ｄ
墨
到
図
劃
欄
劇

′Ｃ
佃
押
マ
‐卜
３

句
中
ム

卜ヽ
ヽ
Ｉ
Ｋ
）
尽
⊃
Ⅸ
む
Ｅ
く
軍
３
⊃
窯
Ю
卜
測
緊
Ｒ
翻
脚
腋
肥

０

選
副
ｄ
耐
目
耐
潤
剖
嗣
州
日
到
）
士
恒
里
燃
和
嘲
＜
Ｃ
掛
掘
皿
腋
肥

一一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。判
理
や
３
Ｎ
倒
到
矧
Ｈ
劇
）叫
鵬
ｅ
ぐ
興
償
♀
埋
筆
゛
く
ヽ

、
い
ム

一一
壼
綱
繹
縦
堅
暉

′ζ
眠
器
細
゛
く
ヽ

、
い
ム
眠
Ｋ
皿
壼
綱
繹
縦
圏
腰

′Ｄ
郎
刑
後
榊
器
冊
綱
則
判
相
揮

◆
一
　
　
　
　
。耐
調
劇
劇
蝦
期
劇
引
劇
扁
鋼
国
団
Ч
∃
刊
日
剌
悧
編
Ｎ
Ｎ
Ｎ
「
判
綱
日
明
調
倒
調
日
覇

一一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。禁
憂
掏
酬
ヨ
業
ＮＯ
ｏ
Ｃ
゛
く
掘
咽
Ｉ
Ｒ
ヽ
レ
η
晨
里
ハ
上

◆

◆

R
O
O
O

∞

⊃

Ю
ト
刑
ギ
l′

側E
せ

C
榊
器
根
all

◆

０

。国
祠
錮
側
劉
皿
日
明
則
靭
潮
翻
副
ｄ
制
劃
判
調
脳
州
測
淵
洲
ｄ
コ
ｑ
到
Ч
酬
「
副
ｕ
ｑ
刊
悧
糊
剛
翻
到
製
⊃
Ⅸ
釈
後
勾
仲
型
騒

′冊
肥
旧
壼

′К
て

′掛
響
佃

。榊
て
卜
Ⅲ
憫
劃
国
剰
劇
細
国
ｄ
目
可
到
コ
Ｎ
劃
劃

回
「
国
周
劇
躙
『
ｑ
ヨ
馴
ど
い
０
べ
枢
掏
榊
報
国
掘
鸞
後
榊
讐
翠

′）
二
総
里
飾
復
鯛
枢

０

国
目
剥
目
洲
側
ｄ
厠
劇
選
月
ロ
ヨ
到
ヨ
姻
劇
回
回
Ｊ
椰
測
測
ヾ
卜
Ⅸ
択
掏
拠
軍
Ｓ
埋
ｅ
回

。陣
ヽ
気
馴
国
国
湘
棚
柵
胡
翻
測
到
司
ｑ
州
剛
訓
劇
到
州
到
ｑ
到
到
コ
劇
判
咽
＝
０
回

。⊃
回
眠
里
当
時
）
う
咽
枷
「
（く
ｏ
０
３

榊
騒
―
撃
朧
―
雲
Ⅸ
Ｉ
回
虚
」
。終
瑚
後
測
日
ヾ
卜
Ⅷ
国
祠
側
ヨ
周
ヨ
出
脳
悩
明
洲
ヨ
回
Ц

園
硼
ｑ
劇
ｄ
鮒
コ
Ⅲ
輔
「
コ
刊
馴
劉
判
国
国
ｅ
い
製
ｅ
勾
■
器
綱
咽
枢
′量
興
佃
′咄
翠

一

一

　

　

　

　

　

　

　

。

◆
＝
「
劇
相
¶
「
嗣
調
剰
引
□
劇
ｑ
劃
期
馴
田
埋
′笹
ぺ
尽
。印
ヽ
気
判
日
マ
ト
蟷
翌

――‐―――――‐‐――‐‐‐―――
掏
騒
＝
咽
枢
ｅ
蟄
製
）
衰
択
轟
Ｅ
絆
姦
′⊃
暖
喫
掏
専
輝
二
⊃
案
判
便
最
ｅ
々
く

◆
一
　
　
　
　
　
　
。国
轟
劇
割
Ｊ
ョ
闘
ヨ
「
ｅ
尽
⊃
Ⅸ
♀
諮
製
咽
枢
ヾ
£
里
色
＋
興

◆
一
　
　
　
　
。熙
国
耐
躙
【
凶
測
翻
Ｊ
馴
Ｊ
刊
個
劇
国
劇
酬
ｄ
副
鯛
口
憫
ｄ
コ
ｄ
剥

一一一

一一一

ヨ

。

Ｃ
＝
墾
神
怪

′興
騒

′―

′、ヽ
も
′К
て

′卜
傘
肛
掏
班
縦

′択
増

′儡
轟

′Ｃ
製
ｅ

日
。四
国
劇
製
司
測
仲
臨
盪
里
Ｃ
製
●
利
掏
興
川
ｅ
撻
壼
］
哨
轡
Ｅ
単
メ
ｐ
優
翠

◆ ◆ ◆◆ ◆◆ ◆

盆
粟

い
苺
憩

費
哺
感
ハ
嘔

　

鴨
ハ
ぅ
費
も
轟
（
（
笞

叶



‥
ｍ
）
Ｆ
‐

一　
　
　
　
　
　
　
　
嶼
麒
騨
硼
斗
′嶼
鱈
理

　̈
戻
輩
製
撃
倒
皿
軒
響
番
咽
′預
目
颯
硼
灘

一　
世
預
Ю
卜
肛
里
埋
剛
ｅ
製
駆
撻
灘
縦
嘔
颯

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
嶼
０
卜
肛

　̈
里
翠
彗
興
ｅ
製
尋
据
看
■
′裏
回
市
儡
職

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漢
咽
枢
壼
興

Ｆ
‐
麒
騨
軒
製
・ひ
〉
つ
゛
悩
・幕
黙
咽
Ｈ

…
…

い
ヽ
ハ
ヽ
咽
枢

ｉ
ｔ

…
…

』…
…
…
ｔ…
…
…
…
・…

一ヽ
　̈
　
　
恨
製
撃
属
督
姻
ぶ
譜

′擬
撃

漢
刑
題
拙
冊
颯
畢
ｅ
＝

一
一　
　
悧
型
轟
壕

′預
撃
悧
議
堰
班
縦

預
器
冊
型
則
冊
耐
皿
畢
楓
′嶼
¨
Ｆ
…
…
…
…
…
怪
罫

…
…
…
…
…

夢
鶉
癬
卿麟
一一註

　
　
　
　
卜
牌
純
輻

』い”ンデ‐．‐、沖．ヽ」「いだ」ンばい
‐Ｊ・・‥′畔̈
臨冊剛ス」いく『」「」「一一一一一「一̈
）「」一
　̈　　　　　　　　　　．一“ｎ一ШＵ〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　̈

褒
Ю
卜
腎

一判
撃
£

｝興
Ｅ
ｅ

¨̈
　

　

　

興
淑

熙

螺
鍋
製
剥

一

絲

漢

Ｋ

瑚

叶

Ｈ

＝
掘
総
ｅ
＝
撫
仰
世
′榊
載
傾

一̈
　
障
ｂ
緊
翠
翠

製
撃

∧
嶼
製
Ⅲ
∨

∧
翼
Ｋ
瑚
∨

泄
燿
轟
州
Ю
彎
ｅ
川
躍
里
＝
燿
持
暉
鯛
Ｈ
（や
や
）
悧
再
瀞
・μ
絆

薫
駆
部
曜
枢
引
回

獣̈
ヨ

痰
投
側

預
製
製

●
一
衰
諧
回

Ｉ
姻
回
＝
．耐
皿
璃
恒

漢
撃
副
騒
緋
案
日
鋼

慶
国
市
長

同
輩
副
Ｋ
楓
傷
翠

褻
回
市
怪
簗
引
日

∧
翼
回
在
∨



福祉有償運送運営協議会の全国の設置状況

都道府県
市町村主宰

(合同認詈含 まい 都道府県主宰 備 考

北海道 ○ ×

青森県 ○ ×

岩手県 D ×

宮城県 ○ ○
基本は市町村主宰。
県主宰は広域対応の場合。

秋田県 ○ ×

山形県 ○ ×

福島県 ○ ×

茨城県 ⊂ ×

栃木県 × ○

群馬県 ○ ×

埼玉県 ○ ×

千葉県 ○ ×

東京都 ○ ×

神奈川県 ○ ×

新潟県 ○ ×

富山県 ○ ×

石り|1県 ○ ×

福井県 C ×

山梨県 ○ ×

長野県 ○ ○ |→ |×
岐阜県 ○ ×

静岡県 ○ ×

愛知県 ○ ×

三重県 ○ ×

滋賀県 ○ ×

京都府 ○ ×

大阪府 ○ ×

兵庫県 ○ ×

奈良県 ○ ×

和歌山県 ○ ×

鳥取県 ○ ×

島根県 ○ ×

岡山県 ○ ○

広島県 ○ ×

山口県 ○ ×

徳島県 (○) × 現在 1町 で主宰を検討中。

香川県 (○) ○
市町村主平が原則。 (高松市で主宰を検討中)
県主宰は発着地が複数市町村に亘る場合。

愛媛県 ○ ×

高知県 ○ ×

福岡県 ○ ×

佐賀県 D ×

長崎県 ○ ×

熊本県 ○ ○ H22年度末をもって市町村へ完全移行する

大分県 D ×

宮崎県 ○ ×

鹿児島県 ○ ×

沖縄県 ○ ×

県


